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第１ 調査・検討の経緯 

平成２７年度から平成２８年度にかけて、育児休業の不正取得、盗撮行為、勤務時間中の無断外出、泥酔状態で

の住居侵入など、上下水道局職員による不祥事等が断続的に発生するとともに、不適切な事務処理として、下水道

使用料の遡及徴収漏れが判明した。 

こうした状況を受けて、平成２８年１０月、局内に「職場改革等検討委員会」等を設置し、再発防止に向けた取

組として、職場・職員の意識改革等に関する調査・検討を行った。 

【現在の不祥事防止策】 

市共通の取組として実施 局独自の取組として実施 

依命通達（年２回） 事業管理者通知（年２回＋２回） 

予防的監察 － 

行政考査（自主考査） 平成２８年度はテーマを「不祥事防止」に限定 

服務チェックシート（年２回） シートを用いた所属長との個別面談（対象＝課長補佐以下全員、年２回） 

－ 服務規律研修（対象＝課長補佐以下、年３回） 

【職場・職員の意識改革等に向けた取組】 

(1) 上下水道局職場改革等検討委員会の設置－第１回（H28.10.19）～第３回（H29.2.24） 

(2) 上下水道局職員意識等調査部会の設置－第１回（H28.11.1）～第３回（H29.2.20） 

(3) 職員意識等アンケート調査の実施 

(4) 下水道使用料の遡及徴収漏れに関する調査の実施 

 

第２ 職員意識等アンケート調査の結果 

【調査の概要】 

(1) 対 象 者－４５４名（係長級職員、若手職員、中堅職員、上下間・局間異動者）＝局職員の４２％ 

(2) 回答者数－４５４名（回答率１００％） 

(3) 調査期間－H28.11.7～11.18（未回答者への再調査＝H29.1.26～2.3） 

【調査の結果】 

(1) 職員の意識・意欲（服務規律、コンプライアンス、市民・業者対応、モチベーション） 

＜係長級職員から見た部下職員、若手職員から見た先輩職員＞ 

・全体的には高い傾向（８０％～９５％） 

・出先の職場はやや低い傾向 

(2) 服務指導・管理監督状況 

＜係長級職員の自己評価、若手職員から見た係長級職員＞ 

・全体的には「適切である」との傾向（８２％～９４％） 

・「適切ではない」との回答もあり（年配の部下職員に対する指導の難しさに関する意見が多い） 

＜係長級職員から見た所属長＞ 

・全体的には「適切である」との傾向（８６％） 

・「不適切である」との回答もあり（所属長としてのスキル等が不足していることに関する意見が多い） 

＜係長級職員・若手職員から見た職場環境の問題点＞ 

・全体的には「問題点はない」との傾向（８３％～８６％） 

・「問題点がある」との回答もあり（執務室や部下職員の人数が多いことによって上司の目が行き届かない、交

替制勤務によって上司が管理監督しづらいなどの意見が多い） 

(3) コミュニケーション 

＜若手職員から見て＞ 

・全体的には「良好である」との傾向（８９％～９１％） 

・出先の職場などにおいて「良好ではない」との回答もあり 

(4) 不祥事 

＜不祥事の発生原因＞ 

・①職員個人の倫理意識の欠如（８９％～９４％）、②職員個人のコンプライアンス意識の欠如（７３％～７７％）、

③不適切な行動が黙認されてしまう職場風土（４３％～５５％）の順で高い回答 

＜不祥事を発生させないための取組＞ 

・①服務規律研修（４４％～５３％）、②所属長との個別面談（３７％～４５％）の順で有効との回答 

＜職場で起こり得る不祥事＞ 

・本庁－①事務処理・事務手続ミス（６４％～８７％）、②個人情報の漏えい等（２５％～７０％） 

・出先－①交通事故・交通法規違反等（４０％～７３％）、②事務処理・事務手続ミス（３９％～５４％） 

(5) 職場風土 

＜上下間・局間異動者から見て＞ 

・水道職場における職員の意識及び職場風土は、他との違いがあるという傾向（３３％～６２％） 

 

第３ 下水道使用料の遡及徴収漏れに関する調査の結果 

※ 次頁に記載 

 

第４ 意識改革等に向けた今後の取組 

調査の結果を踏まえて、次の取組を実施することにより、職員の倫理観・責任感及び意識・意欲の向上を図る。 

取 組 内 容 

不祥事等の防止に向けた職員の倫理観・責任感の向上 

 

管理職のマネジメント力の強化

新規 

・外部講師によるコンプライアンス・リスクマネジメント研修を新たに実

施する。 

服務規律研修等の継続実施・充

実 
・服務規律研修、接遇研修等を継続して実施し、内容の充実を図る。 

服務チェックシートを用いた所属

長との個別面談の継続実施 
・局独自の取組として実施している所属長との個別面談を継続する。 

服務考査の定期的な実施 新規 ・局独自の取組として、毎回テーマを設定した服務考査を実施する。 

服務相談・連絡体制の確立 新規 

 

服務連絡会議 
・各所属において、係長職以上が出席して毎月開催し、その結果を人事部

門に報告する。 

服務相談・監察 
・服務上問題となるような行動は、人事部門への報告等を速やかに行う。 

・人事部門は、定期的に各所属を訪問し、情報共有等を行う。 

内部通報 
・職員から人事部門への通報を匿名でも送受信できるよう、専用メールを

開設する。 

職場風土の改善による職員の意識・意欲の向上 

 

人事異動の積極的な実施 ・上下間・局間異動、本庁・出先間異動を積極的に実施する。 

業務改善を促す仕組みの整備 

新規 

・業務改善事例を局内で報告する機会を設ける。 

・職場提案として局から推薦する事例を審査・表彰し、局内に周知する。 

コミュニケーションの活性化 

新規 
・職員が自由に討議し、意見交換を行う機会を定期的に設ける。 

市民等との信頼関係の構築 
・市民の理解と信頼を得て、職員が働きがいのある環境づくりを進める。 

・市民サービスの担い手としての意識を醸成する。 

取組の推進体制 
・「働き方・仕事の進め方改革」における意識改革等とも連動することから、

着実な推進を図るため、担当課長等を配置する。 

 職場・職員の意識改革等に関する調査・検討結果報告書（概要版） 
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１ 調査方法 

 ・平成２８年１１月１４日から、関係した職員（退職者を含む。）に対し、ヒアリングを実施した。 

 ・関係職員へのヒアリングを実施後、ヒアリング内容の検証等を行うため、平成２４年度から平成２６年度までの関係

職員の事務分担表や残業時間記録、排水設備接続状況調査業務委託契約関係書類等の確認を行った。 

 

２ 原因の検証 

   下水道使用料の徴収 

  公共下水道への接続の確認がされた場合、使用者から、 

接続（使用開始）時点からの下水道使用料を徴収しなけ 

ればならない。 

 

   平成２３年度に公表した徴収漏れの概要及び経緯 

 【平成２２年度】 

 ・下水道使用料を徴収していない事例が見つかったため、給水装置４００件について公共下水道への接続調査を開始した。 

 【平成２３年度】 

 ・市内の給水装置６９６，９２１全件のうち、現に水道を使用しているもので、下水道使用料を徴収していない 

２１，８５２件を抽出した上で、机上調査により対象外とした１５，０１７件（処理区域外１，５３３件、未告示地域

３，１３６件、散水栓７，５０２件、浄化槽２，８４６件）及びモデル調査した４００件を除く、６，４３５件を対象

に調査を実施した。 

 【平成２４年度】 

 ・６，８３５件（６，４３５件＋モデル調査分４００件）の調査の結果、平成２４年６月、未徴収件数を２，５９９件と

確定させ、徴収を開始した。 

 
                                        ◆２，５９９件の徴収状況（平成２９年１月３１日現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   今回判明した遡及徴収漏れの概要及び経緯 

 【平成２４年度】 

 ・徴収漏れの再発防止を目的として、新たに設置された給水装置の設置箇所のうち、下水道整備地域で排水設備工事の完

成届が提出されないもの（調査①）、平成２３年度に行った机上調査で除外した散水栓や浄化槽の設置箇所（調査②）

について、公共下水道への接続調査を開始した。 

 ・これらの調査の結果、接続が確認されたものについては、接続確認時点以降の下水道使用料の徴収は開始したが、接続

（使用開始）時点から接続確認時点までの下水道使用料の徴収は行われていなかった。なお、平成２４年度以降現在ま

で、接続調査の結果が順次上がってくるも、接続時点の確認に至っておらず、遡及徴収を行うことができていない。 

 【平成２７年度】 

 ・年度後半から、問題点の整理を行うとともに対応方針を策定、個々の遡及未徴収事案について調査を開始した。 

 【平成２８年度】 

 ・調査の結果、平成２８年８月時点で、遡及徴収漏れ案件が１，５１１件あることが判明した。 なお、接続調査は現在

も継続中であり、今後も接続が確認されるものが出てくることなどの理由により、件数が増減することが予想される。 

 

                                           ◆２，５９９件と今回判明した遡及徴収漏れ案件の対比図 
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   関係職員へのヒアリング 

  接続の確認ができたにもかかわらず、なぜ過去分の遡及徴収が行われなかったのか、①遡及徴収漏れ（徴収の必要性）

についての認識の有無、②当時の組織体制・業務状況の２点について、遡及徴収漏れが集中して発生していた平成２４年

度から平成２６年度にかけて在籍していた職員に対し、ヒアリングを実施した結果、遡及徴収漏れがあることを認識して

いたが、当時の業務執行体制では、遡及徴収に着手することが困難であった旨の発言が多くあった。 

 

   遡及徴収漏れの発生原因 

  関係職員へのヒアリングの結果を受け、平成２４年度から平成２６年度までの組織体制・業務状況を検証した結果、遡

及徴収漏れの発生原因について、次の結論に至った。 

 遡及徴収漏れが集中的に発生していた平成２４年度から平成２６年度までの間、営業課（下水道使用料担当部門）は、

下水道使用料等に係る通常業務に加え、断続的に発生していた地下水利用への対応（調査・調定・請求・審査請求等）、

２，５９９件を受けての徴収漏れ再発防止策の実施に向けた準備作業、債権管理条例の施行に伴う延滞金の徴収など、通

常業務以外にも労力と時間を要する業務を大量に抱えていたことが確認できた。 

 また、平成２３年度に公表した下水道使用料の徴収漏れ問題については、平成２３年７月の議会で取り上げられて以降、

その後も度々質問があるとともに、新聞等でも報道され、職員はこの問題を極めて重く受け止め、２，５９９件の対応に

注力していた。 

 当時の職員へのヒアリングからは、一日も早く２，５９９件を徴収しなければならないという心理的圧力を感じる環境

があった旨の発言が多くあったが、２，５９９件への対応も含め、下水道使用料等に係る業務について、担当職員は局職

員の年間平均残業時間を超える残業で対応しており、下水道使用料の遡及徴収漏れがあることを認識しながらも、その対

応には手が回らなかった。 

 

３ 再発防止策 

 対策①：対応人員の拡充及び組織体制の強化 

 ・下水道使用料未徴収対策の一層の強化を目的に、下水道使用料担当職員を４名増員（職員数：６名⇒１０名） 

 ・下水道使用料担当業務に係る責任体制の明確化を図るため、現在の営業課下水道使用料調査担当課長をサービス推進部

付けの（仮称）担当課長（下水道使用料担当）に変更 

 対策②：下水道使用料の効率的な徴収体制の構築 

 ・接続（使用開始）時点の確認については、下水道使用料担当と下水道事務所の連携をより一層強化 

 ・業務執行レベルの維持を図るとともに接続（使用開始）時点の確認作業を円滑に進めるためのマニュアルを整備 

 対策③：無届工事の防止に向けた取組 

 ・川崎市排水設備指定工事店以外の者が排水設備工事を実施した場合などに、行為者に対し罰則を適切に科すためのマニ

ュアルの整備、職員への研修等を実施 

第３ 下水道使用料の遡及徴収漏れに関する調査の結果 

 

 

区分 対象件数 金額 

徴収対象 １，９５７ 約１億２，３６０万円 

収納済 １，７６１ 約１億１，１００万円 

分割納付中 ７０ 約６３０万円 

滞納処分の執行停止 ８４ 約５５０万円 

滞納による催告中 ４２ 約８０万円 

※対象者が死亡又は行方不明などによる徴収対象外件数：６４２件 

 
696,921件

給水装置

水道・下水道を使用
21,852件

　　6,435件 　散水栓・浄化槽など１５，０１７件

モデル調査

400件

水道のみ使用

調査対象 　下水処理区域外・未告示地域

 

Ｈ２３調査対象 　下水処理区域外・未告示地域

　6,435件 　散水栓・浄化槽など１５，０１７件

（うち、散水栓：7,502件・浄化槽：2,846件）
モデル調査

400件

水道・下水道を使用
21,852件

水道のみ使用

696,921件

給水装置

調査② ＋ 調査①


